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１．河川の概要 （１）流域及び氾濫域の概要

◼ 荒川は、大朝日岳に発し、横川、玉川等支川を合わせ、山間狭窄部を流下しながら大石川、女川、鍬江沢川等を合わせ日本海に注ぐ。（図1－1） 

荒川大臣管理区間の河床勾配は約１/３００～１/８００である。（図１－２）

◼ 中上流部は渓谷と盆地が連続した急流河川、下流部は荒川頭首工を扇頂とする扇状地、最下流部は海岸砂丘背後の低平地を形成しており、

中上流部は貯留型、下流部は拡散型、最下流部は貯留型の氾濫形態となり、広範囲に甚大な被害が及ぶ。（図１－３、図１－４）
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水源地：大朝日岳（１,８７０m）

流域面積（集水面積）：１,１５０km2

幹川流路延長 ：７３km

流域関係市町村：３県３市２町１村

(山形県：小国町・飯豊町、新潟県：村上市・胎内市・関川村、福島県：喜多方市）

流域内人口：約３.７万人 想定氾濫区域内人口：約２.７万人

年平均降水量：約２,７００mm（下関（気象庁）１９７６～２０２４年：年平均値）
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－1－荒川流域図（図１－１）

荒川縦断図（図１－２）

荒川流域斜め写真（図１－３）

荒川流域断面図（図１－４）



◼ 戦後最大規模である昭和42年（1967年） 8月洪水においては、複数地点で堤防が決壊し、甚大な被害となった。
◼ 近年では、平成16年（2004年） 7月洪水、平成23年（2011年） 6月洪水、令和4年（2022年） 8月洪水等が発生しているが、堤防の決壊に

よる氾濫被害は生じてない。

－2－

１．河川の概要 （２）主要な災害

［主要洪水一覧表］

昭和42年（1967年）8月28日洪水（前線）―羽越水害―

死者・行方不明者 90人

堤防決壊 288ヶ所以上

家屋全壊流出 1,056戸

家屋半壊・床上 8,081戸

床下浸水 1,958戸

観測所 流量

花立 約8,000m3/s

•前線により未曽有の豪雨がもたらされ、荒川流域で
約440mm/2日の雨量となった
•計画流量3,200m3/s(花立)を超える約8,000m3/sの出
水となり、随所で破堤、土石流等が発生し、多くの死
者・行方不明者を出した
•これを契機に、荒川は１級河川に指定され、直轄に
よる河川改修が開始

関川村上空より下流をのぞむ

関川村下関地区（伊藤邸前）
し も せ き

令和4年（2022年）8月3日洪水（前線）

•葛籠山水位流量観測所において、羽越水害以降の最大
流量約6,500m3/sを記録
•内水氾濫が発生し、村上市、関川村、胎内市では緊急安
全確保発令

あ ら か わ

せ き か わ

発生年月日
（起因）

洪水流量 被害状況

昭和42年（1967年）

 8月28日

－羽越水害－
（前線）

約8,000 m3/s

（花立：計算値）

死者・行方不明者90名
家屋被害11,095棟（全壊流出
1,056・半壊床上8,081、床下1,958）
浸水面積 5,875ha

 総被害額約225億円（昭和42年当
時）

昭和53年（1978年
）6月26日
（前線）

約4,100 m3/s

（葛籠山）

家屋被害    44棟（床上3、床下41）
浸水面積 907.8ha

昭和56年（1981年）
6月22日
（前線）

約3,700 m3/s

（葛籠山）

家屋被害    11棟（床上0、床下11）
浸水面積 366.3ha

平成7年（1995年）
7月11日
（前線）

約2,200 m3/s

（葛籠山）

家屋被害    38棟（床上2、床下36）  

浸水面積  85.4ha

平成16年（2004年）
7月17日
（前線）

約4,000 m3/s

（葛籠山）

家屋被害    59棟（床上2、床下57）
浸水面積 183.3ha、
避難勧告（関川村全域）

平成23年（2011年）
6月23日

約3,500 m3/s

（葛籠山）

家屋被害1棟（床上3、床下3）  

水田冠水

令和4年（2022年）
8月3日

約6,500m3/s

（葛籠山）

家屋被害2,431棟（全壊8、半壊23、
一部破損5、床上889、床下1,506）
浸水面積 3,234ha

避難指示発令
（村上市、関川村）
緊急安全確保発令
（村上市、胎内市、関川村）

平成23年（2011年）6月23日洪水（前線）

•葛籠山水位流量観測所において、羽越水害以降第４位
の流量約3,500m3/sを記録

床上浸水 3戸

床下浸水 3戸

H23(2011).6出水状況（内水
による床下浸水１棟）

観測所 流量

葛籠山 約3,500m3/s

鳥屋地先ポンプ車稼動状況

鳥屋地先内水被害状況

鳥屋地先ポンプ車稼動状況

左岸堤体

堤内地

と り や

村上市神林地区小岩内 村上市荒川地区

R4(2022).8出水状況

観測所 流量

葛籠山 約6,500m3/s

家屋全壊流出 8戸

家屋半壊 23戸

家屋一部破損 5戸

床上浸水 889戸

床下浸水 1,506戸

村上市坂町地区



◼ 平成１４年（２００２年）４月に荒川水系河川整備基本方針を策定。（表２－１）

◼ 基本方針では基本高水８,０００m3/sに対し、横川ダム等洪水調節施設により１,５００m3/sを調節し、計画高水流量６,５００m3/sとしている。(図２－１)

◼ 平成１６年（２００４年） ３月に策定された「荒川水系河川整備計画」における目標流量は７,５００m3/sとし、横川ダムの整備により河道配分流量を
６,５００m3/sとしている。(図２－２)

年 事業経緯

昭和４２年
８月２８日

羽越水害発生（約８,０００m3/s（花立：計算値））

昭和４２年１０月
二級河川荒川災害復旧助成事業を新潟県から受託
（昭和４７年度完成）

昭和４３年４月
荒川水系一級河川に指定（河口から荒川橋までの
４.８km間が直轄管理区間となる）

昭和４４年３月
荒川水系工事実施基本計画決定（花立地点：計画高
水流量６,５００m3/s、基本高水流量８,０００m3/s）

昭和４７年５月
直轄管理区間変更（荒川橋から上流距離標１８.５km
及び支川大石川０.１５kmの編入）

昭和５３年８月 大石ダム完成

平成９年６月 河川法改正

平成１４年４月

荒川水系河川整備基本方針策定(計画規模概ね１/１
００)
（花立地点：計画高水流量６,５００m3/s、基本高水
流量 ８,０００m3/s）

平成１６年３月
荒川水系河川整備計画策定（計画規模概ね１/８５）
（花立地点：目標流量７,５００m3/s、河道配分流量 
６,５００m3/s）

平成２０年３月 横川ダム完成

２．事業の概要 (１）治水計画の概要

②荒川水系河川整備計画（平成１６年３月策定）

①荒川水系河川整備基本方針（平成１４年４月策定）

治水・利水・環境の総合的で具体的な計画を策定。

（ ）：河川整備計画目標流量
整備目標流量 ７,５００m3/s
（うち河道６,５００m3/s、調節１,０００m3/s）

○計画規模（年超過確率） ： １/１００

○基本高水のピーク流量 ： ８,０００m3/s

○洪水調節施設による調節流量 ： １,５００m3/s

○計画高水流量 ： ６,５００m3/s

（いずれも花立地点）
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よ こ か わ

河川改修の変遷（表２－１）

主要地点における河道配分流量（図２－１）

主要地点における河道配分流量（図２－２）



事業名 荒川直轄河川改修事業

実施箇所 新潟県村上市、胎内市、関川村 延長１８.５km

事業諸元 河道掘削、堤防整備、水衝部対策、漏水対策、河口砂州・支川合流点対策、危機管理型ハード対策（堤防天端の保護）

事業期間 平成１６年度～令和１５年度

総事業費
約１０８億円※１
（約９６億円）※２

執行済額
（令和７年度末予定）

約８３億円※１ 残事業費 約２５億円※１

目的･必要性

＜解決すべき課題・背景＞

・荒川直轄管理区間の河床勾配は約１/３００～１/８００。中上流部は渓谷と盆地が連続した急流河川、下流部は荒川頭首工を
扇頂とする扇状地、最下流部は海岸砂丘背後の低平地を形成しており、中上流部は貯留型、下流部は拡散型、最下流部は貯留型
の氾濫形態となり、広範囲に甚大な被害が及ぶ。

・昭和４２年８月に戦後最大流量（花立地点：８,０００m
3
/s）を記録する洪水が発生し、複数地点で堤防の決壊による甚大な

氾濫被害が発生した。

＜達成すべき目標＞
・荒川の氾濫による浸水被害の軽減を図るため河道掘削などを実施し、６,５００m

3
/sの河道断面を確保する。また、横川ダム

と大石ダムと合わせて１,０００m
3
/sの洪水調節により、整備計画流量７,５００m

3
/sを安全に流下させる。

便益の主な根拠 年平均浸水軽減戸数：９１戸、年平均浸水軽減面積：１１０ha 基準年度：令和２年度

事業全体の投資効率性 総便益：１,８０１億円 総費用：１４９億円 B/C：１２.１

残事業の投資効率性 総便益：１１１億円 総費用：３８億円 B/C：２.９

感度分析

全体事業（B/C） 残事業（B/C）

残事業費（＋１０%～－１０%） １１.９～１２.４
残事業費（＋１０%～－１

０%）
2.7～3.2

残工期 （＋１０%～－１０%） １２.０～１２.２ 残工期 （－１０%～＋10%） 2.9～3.0

資 産 （－１０%～＋１０%） １２.０～１２.２ 資 産 （－１０%～＋10%） 2.7～3.2

あらかわ

あらかわ

むらかみ たいない せきかわ

はなだて

２．事業の概要 (２）事業概要

－4－※１表示桁数の関係で一致しないことがある ※２ （）内の事業費は、総事業費のうち工事諸費を除いた事業費

便益の主な根拠 年平均浸水軽減戸数：９１戸、年平均浸水軽減面積：１１０ha 基準年度：令和２年度

事業全体の投資効率性 総便益：１,８０１億円 総費用：１４９億円 B/C：１２.１

残事業の投資効率性 総便益： １１１億円 総費用：３８億円 B/C：２．９

感度分析

全体事業(B/C) 残事業(B/C)

残事業費(+１０%～-１０%) １１．９～１２．４ ２．７～３．２

残 工 期(-１０%～+１０％) １２．０～１２．２ ２．９～３．０

資 産(-１０%～+１０%) １２．０～１２．２ ２．７～３．２



◼ 荒川では、河川整備計画策定以降、河道掘削や堤防整備、危機管理型ハード対策の整備等を実施している。

◼ 当面の事業として、令和８年度（２０２６年度）より、中上流部の流下能力の向上を目的とした貝附地区の掘削を引き続き実施する。
（表３－１、表３－２、図３－１ ）

◼ 令和６年度末の整備状況は、河道掘削により流下能力達成区間の割合が約３６％から約８０％まで向上。また、堤防が必要な延長に対する計画断

面堤防の整備状況は９９.０％である。

年 度 主な経緯

令和２年度
（２０２０年度） 事業再評価 （指摘事項なし、継続）

令和３年度
（２０２１年度）

～
令和７年度

（２０２５年度）

平成２４年度（２０１４年度）より海老江地区、

令和６年度より貝附地区の河道掘削を引き続き実施中。

：当面の事業

：その後の事業

：整備済み

：整備中

かいつけ

事業期間

  整備メニュー

河川整備計画（概ね３０年間）

整備済みの事業
平成１６年度(２００４)
～令和７年度(２０２５)

当面の事業
令和８年度(２０２６)

～令和９年度(２０２７)

その後の事業
令和１０年度(２０２８)

～令和１５年度(２０３３)

河道掘削

堤防整備

水衝部対策

浸透対策

河口砂州・支川合流点対策

危機管理型ハード対策（堤防天端の保護）

横川ダム建設

－5－

３．前回評価からの進捗状況

前回事業評価からの事業実施状況（表３－１） 河川改修事業の当面及び全体の事業展開（表３－２）

関川村

花立地点
(基準地点)

中上流部下流部

堤防整備

塩谷

河口砂州・
支川合流点対策

浸透対策

福田
水衝部対策

荒川縁新田

桜づつみ整備

鳥屋

水衝部対策

鳥屋
浸透対策

佐々木・荒島
河道掘削

海老江(-0.3k～1.8k)

堤防整備

旭橋(左岸1.0k～1.1k)
あさひばし

水衝部対策

葛籠山

水衝部対策

荒島 河道掘削

貝附

浸透対策

高田

水衝部対策

大島

浸透対策

高瀬

堤防整備

下川口

浸透対策

雲母

水衝部対策

雲母

しおや

あらかわべりしんでん

ささき あらしま

つづらやま

かいつけ

おおしま

たかだ たかせ

しもかわぐち

き ら

ふくだ

とりや

危機管理型ハード対策

（堤防天端の保護）

福田(右岸1.0k～1.2k)
ふくだ

危機管理型ハード対策

（堤防天端の保護）

下川口(左岸17.6k～17.8k)

あらしま

き ら

とりや

えびえ

事業の進捗状況（図３－１）



４．費用対効果分析実施判定票
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令和７年度 事　業　名： 荒川直轄河川改修事業

河川計画課 担当課長名： 板倉　舞

チェック欄

　　

前回評価で費用対効果分析を実施している

以上より、費用対効果分析を実施しないものとする。

４．事業展開の変化

判断根拠例[事業期間の延長が10%
※

以内]
事業期間の延長はない。

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合　　　　

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい

判断根拠例[直近3カ年の事業費の平均に対する分析費用1%以上]

または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回って

いる。

前回評価時における感度分析の下位ケース値が基準値を上回っている。

　令和2年度の感度分析の下位

　【事業全体】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【残事業】

　　　資産-10％　　　　B/C=11.9　　　　　　　　　　　資産-10％　　　　B/C=2.7

　　　工期+10％　　　　B/C=12.0　　　　　　　　　　　工期+10％　　　　B/C=2.9

　　　残事業費+10％　B/C=12.0　　　　　　　　　　　残事業費+10％　B/C=2.7

内的要因＜費用便益分析関係＞

※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。

注）なお、下記2.～4.について、各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施する。

１．費用便益分析マニュアルの変更がない

判断根拠例[Ｂ/Ｃの算定方法に変更がない]

治水経済調査マニュアル（案）が令和7年7月に改訂されたが、Ｂ/Ｃが前回評価時よりも低下することが想定されな

い。

２．需要量等の変更がない

判断根拠例[需要量等の減少が10%
※

以内]
年平均被害軽減期待額の合計値の減少量が10％以内。

３．事業費の変化

判断根拠例[事 業 費の増加が10%
※

以内]
事業費の増加はない。

（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

事業目的

・事業目的に変更がない 事業目的に変更がない。

外的要因

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない

判断根拠例[地元情勢等の変化がない]
地元情勢等の変化がない。

費用対効果分析実施判定票

年　度：

担当課：

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

項　　目
判　定

判断根拠

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



５．事業の投資効果
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①事業を実施しなかった場合
【河川整備計画着手時点(平成１６年度(２００４年度)末時点)】

②事業を実施した場合
【河川整備計画完了時点(令和１５年度(２０３３年度)末時点)】

村上市

関川村

被害状況

被害総額(億円) ０

被災人口(人) ０

床下浸水世帯(戸) ０

床上浸水世帯(戸) ０

浸水面積(ha) ０

被害状況

被害総額(億円) １,９７８

被災人口(人) ９,４５２

床下浸水世帯(戸) ７１２

床上浸水世帯(戸) ２,３３９

浸水面積(ha) ３,４１３

村上市

関川村

◼ 整備計画流量７,５００m3/sを流下させた場合の想定氾濫被害が、被災人口で約９,５００人、床上浸水戸数で約２,３００戸、浸水面積で約３,４００ha
解消される。（図５－１）

（１）氾濫シミュレーション結果
①全体事業の投資効果

（R２事業再評価実施時結果 再掲）

基準年度：令和２年度 基準年度：令和２年度

整備計画流量７,５００m3/sを流下させた場合における想定氾濫区域図（図５－１）
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５．事業の投資効果
◼ 貨幣換算できない災害時要配慮者数、最大孤立者数、電力停止による影響人口の変化について算定。

◼ 事業実施前において７,５００m³/sを流下させた場合、荒川流域では、災害時要配慮者数が約４,５００人、最大孤立者数が約３,０００人（避難率４０％）、

電力停止による影響人口が約３,７００人と想定されるが、事業を実施することにより被害は解消される。（図５－４）

指標 災害時要配慮者数 最大孤立者数 電力停止による影響人口

対象
 浸水深０cmを上回る浸水区域に居住す

る人口
 浸水深３０cm以上に居住する災害時要配慮者
 浸水深５０cm以上に居住する災害時要配慮者以外

 浸水により停電が発生する住居等の居住者

算定
条件

 高齢者（６５歳以上）、障がい 者、乳幼児
（７歳未満）、妊婦等人口を算出

 氾濫発生時における時系列孤立者数の最大値を
算出

 避難率は０％、４０％、８０％の３パターン

 浸水深７０cmでコンセントが浸水し、屋内配線が
停電する

 浸水深１００cm以上で９割の集合住宅等におい
て棟全体が停電する

 残り１割の集合住宅等については、浸水深３４０
cm以上の浸水深に応じて、階数毎に停電が発生

浸水区域内人口の災害時要配慮者数 最大孤立者数 電力停止による影響人口

あらかわ

解消
解消

解消

解消

解消
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（２）貨幣換算できない人的被害等の
算定（試行）

（R２事業再評価実施時結果 再掲）

各指標の対象及び算定条件

事業実施による効果（荒川流域）（図５－４）

基準年度：令和２年度



６．コスト縮減や代替案立案等の可能性

◼ 平成２０年度（２００８年度）より、管理上支障となる河川敷の樹木について、地域住民に無償で伐採・採取を実施してもらう「公募伐採」を

行い、河川維持に関する費用を軽減するための工夫を行っている。（図６－１、図６－２）

◼ 平成２４年度（２０１２年度）より、新潟県と連携し、河川事業（河道掘削）において発生した土砂を、県で実施している海岸整備（養浜）  

（図６－３）の他、近隣自治体で実施している公共事業へ土砂を運搬し、掘削土砂の有効利用を図っている。（図６－４）

◼ 今後、貝附地区の掘削土砂を活用して、近傍の高田地区に「レジリエンスベース（緊急復旧活動用資機材の仮置き場、待機場所）」を

設ける計画としている。

［掘削土砂の有効利用］［公募伐採によるコスト縮減］

荒川では、公募伐採にかかる応募情報について、事務所
ホームページ、記者発表だけでなく、村上市、関川村の市報
等へ掲載依頼し、公募伐採の応募者増加に努めている。

また、伐採した樹木のうち枝葉等用途が限られる部位につ
いては、国で処分するなどの工夫を行っている。

公募伐採の実施状況

こうぼばっさい

①塩谷地先養浜
しおや

公募伐採によるコスト縮減 （図６－１）
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海老江地区河道掘削

５ｋｍ

①塩谷地区養浜

①塩谷地先養浜 （新潟県村上地域振興局）

【土砂搬出先】
むらかみしおや

貝附地区河道掘削

③高田地区レジリ
エンスベース

②近隣自治体の公共事業との連携（村上市）
たかだ

かいつけ たかだ

海岸整備（養浜）への運搬（図６－３）

地すべり対策事業（押え盛土）への土砂提供（図６－４）

③高田地区レジリエンスベース（国交省）

②近隣自治体の公共事業との連携（村上市花立地先）
はなだて

関川村広報誌の掲載事例（図６－２）

②近隣自治体の
公共事業との連携



（１）土地利用、人口・資産等の変化

◼ 荒川流域の関係市町村における総人口は減少傾向であるが、総世帯数は近年横ばい傾向となっている。 （図７－１）
◼ 荒川流域の土地利用状況に大きな変化は見られない。 （図７－２）
◼ 荒川沿川地域では日本海沿岸東北自動車道の整備が進んでおり、日本海側の拠点都市間が結ばれることにより、人、経済、文化等の

幅広い交流・流通拠点としての発展が見込まれる。

［進展する高速交通網］

（出典：土地利用分類（国土数値情報））

［人口世帯数の変化］
• 総 人 口 平成２７(２０１５) ６２,９１１人→令和２(２０２０) ５８,４７８人（ - ７.０％）
• 総世帯数 平成２７(２０１５) ２０,９２０世帯→ 令和２(２０２０) ２１,０５６世帯（ +０.７％） 荒川流域では、沿川自治体において村上市、胎内市の大規模合併が

あり、流域は新潟・山形両県境にまたがり、国道７号、１１３号、JR羽越

線、JR米坂線に加え、平成２３年（２０１１年）３月に新潟市～村上市まで

開通した日本海沿岸東北自動車道などの主要交通網が整備され、広域

交通の要所としての役割を担うとともに、地域の今後の発展が期待され

ている。

［人口・世帯数の推移］

（出典：国勢調査）

平成２１年
(２００９)

令和３年
(２０２１)

田

6.6%

その他農用地

0.6%森林

85.4%

荒地

3.9%

建物用地

1.2%

道路・鉄道

0.1%
その他用地

0.5%
河川地及び湖沼

1.7%

た い な い

う え つ

よ ね さ か

田

5.8%

その他農用地

0.6%森林

88.0%

荒地

1.9%

建物用地

1.4%

道路・鉄道

0.1%

その他用地

0.4%
河川地及び湖沼

1.8%

７．事業を巡る社会経済情勢等の変化 （１）地域の開発状況
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にほんかいえんがんとうほく

［土地利用の推移］

荒川流域の関係市町村における総人口と総世帯数の推移（図７－１）

荒川流域における土地利用の推移（図７－２）
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７．事業を巡る社会経済情勢等の変化 （２）地域の協力体制、関連事業との整合

◼ 地域の協力体制
・荒川流域では、平成２８年(２０１６年)より「荒川大規模氾濫に関する減災対策協議会」を発足後、毎年開催しており、令和７年４月の協議会では、荒川

流域の減災に関わる各機関の取組状況や自分事化に向けた取組の情報共有を図った。（図７－３）
・令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変動による水害の頻発化に備えるために令和２年に「荒川流域治水協議会」を発足した。

協議会では流域全体の関係者が協働して、流域全体で水害を軽減させる治水対策｢流域治水｣を計画的に推進していくものとし、直近の令和７年２月
開催の協議会では流域治水プロジェクト２．０の取り組み状況や特定都市河川指定に向けたスケジュールなどの報告がなされた。（図７－４、図７－５）

・自分事化に向けた取り組みとして各機関では、羽越水害(S42.8)を契機としたまつりのNIPPON防災資産の優良認定（図７-６）、R4.8豪雨の際に集落全員
が避難した奇跡の避難体験をまとめた防災絵本（小岩内のきせき）の作成（図７-７）などの後世に伝承する取り組みが行われている。

◼ 関連事業との連携・地元調整
・河道掘削土砂の受け入れ先について、海岸整備（養浜）、近隣自治体で実施している公共事業との連携を図っている。

・掘削事業にあたり、事業スケジュールの調整や地元地域のニーズの把握のため、地元自治体と事業調整会議等を実施している。
◼ 沿川自治体

・関川村長を会長とする「荒川郷総合開発促進協議会」からは、第１次国土強靱化実施中期計画の推進の他、荒川水系河川整備計画、荒川水系流域

 治水プロジェクト2.0及び荒川水系緊急治水対策プロジェクトの推進が要望されている。

提供：関川村

令和７年（２０２５年）２月開催状況（例年２月開催）

※令和７年(２０２５)２月開催流域治水協議会資料より

荒川水系流域治水プロジェクト２．０（図７－５）

荒川流域治水協議会（図７－４）

NIPPON防災資産
大したもん蛇まつり（図７－６）

荒川大規模氾濫に関する減災対策協議会（図７－３）

防災絵本（小岩内のきせき）（図７－７）

絵本「小岩内のきせき」制作； 小岩内集落・新潟デザイン専門学校・村上市

出典：村上市HP

令和７年（２０２５年）４月開催状況（例年４月開催）

－11－



【事業を巡る社会経済情勢等の変化】

• 荒川流域の関係市町村における総人口は減少傾向であるが、総世帯数は近年横ばい傾向となっている。

• 荒川流域の土地利用状況に大きな変化は見られない。

• 荒川沿川地域では日本海沿岸東北自動車道の整備が進んでおり、日本海側の拠点都市間が結ばれることにより、人、経済、
文化等の幅広い交流・流通拠点としての発展が見込まれる。

【事業の投資効果】

• 河道掘削等により、整備計画流量７,５００m3/sを流下させた場合の想定氾濫被害が、被災人口で約９,５００人、床上浸水
戸数で約２,３００戸、浸水面積で約３,４００ha解消される。 

【事業の進捗状況】

• 昭和４３年（１９６３年）に荒川水系一級河川に指定。

• 河川整備計画策定以降、河道掘削や堤防整備、危機管理型ハード対策の整備等を実施している。整備メニューの１つであ
る横川ダムが平成１９年度（２００７年度）に完成。

• 令和６年度末の整備状況は、河道掘削により流下能力達成区間の割合が約３６％から約８０％まで向上。また、堤防が
必要な延長に対する計画断面堤防の整備状況は９９.０％である。

事業の必要性等に関する視点

•これまで、危険な箇所から順次事業の進捗を図ってきている。しかし河道断面不足により流下能力が不足しているため、 

現在は河道掘削を重点的に実施しているが、未だ治水上対応しなければならない箇所がある。

•治水事業の進捗に対する地元からの強い要望もあり、今後も引き続き計画的に事業の進捗を図ることとしている。

事業の進捗の見込みの視点

よこかわ

•平成２０年度（２００８年度）より、管理上支障となる河川敷の樹木について、地域住民に無償で伐採・採取を実施して

もらう「公募伐採」を行い、河川維持に関する費用を軽減するための工夫を行っている。

•平成２４年度（２０１２年度）より、新潟県と連携し、河川事業（河道掘削）において発生した土砂を、県で実施している

海岸整備（養浜）の他、近隣自治体で実施している公共事業へ土砂を運搬し、掘削土砂の有効利用を図っている。

•今後、貝附地区の掘削土砂を活用して、近傍の高田地区に「レジリエンスベース（緊急復旧活動用資機材の仮置き場、待機

場所）」を設ける事業を計画している。

コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

にほんかいえんがんとうほく

あらかわ
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８．事業の必要性、進捗の見込み等

たかだかいつけ



関係する地方公共団体等の意見

【新潟県】
県民の命と暮らしを守り、安全で安心な新潟県を創るため、事業継続を望みます。
本事業は、多くの人口や資産を洪水氾濫等による災害から守り、甚大な被害を防止・軽減させることで、

社会経済の発展にも大きく寄与するものであり、本県にとって重要な事業であると認識しております。
今後もコスト縮減に努めつつ、着実な整備をお願いします。
併せて、本県は、厳しい財政状況のもと、公債費負担適正化計画に基づき、毎年度における投資的経費

を公債費の実負担で管理していることから、事業の実施に当たっては、地方負担の軽減や直轄事業負担金
の平準化などに配慮をお願いします。

－13－

８．事業の必要性、進捗の見込み等



－14－

９．対応方針（原案）

対応方針（原案）：事業継続

当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業進捗の見込みなどからも、
引き続き事業を継続することが妥当であると考える。
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